
【神角（こうづの）集落協定】 

令和４年度は異常気象に見舞われ、降雨が非常に少ない時期が続きましたが、ポンプで地下水

を汲み上げ、同一水系で少ない水をお互い分け合うことで、９月の稲刈りを迎えることができま

した。法面も少雨の影響で、例年以上に雑草が成長するが、集落内で一致団結して、草刈りを終

えることができ、また、鳥獣害対策は、日頃から柵の点検や、害獣捕獲用の箱罠を６か所設置し

て、駆除に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●農用地の維持管理として、協定参加者と

協力して草刈り行っています。 

●鳥獣害防止対策として、農用地への柵や

罠の設置を行っています。 

●年２回春と秋に機関紙を発行していま

す。 

 

 

 

  

 

 


